
只今準備中です。

公開は1月中旬（予定）からになります。
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成年後見制度制定 2 5 周年

公益社団法人成年後見センタ ー・ リ ーガルサポート

お申込み方法

設立 25 周年記念シンポジウム

「 未成年後見制度のこ れから 」

下記 UR L または二次元コ ード から

お申し 込みく ださ い。

12 /6
13 : 00～16 : 30 (予定)

(金)

2024

Zo o m  「 ウェ ビナー」

による W EB 配信

950 名

主催： 公益社団法人成年後見セン タ ー・ リ ーガルサポート

共催： 日本司法書士会連合会

公益社団法人成年後見セン タ ー・ リ ーガルサポート は、 2 0 2 5 年

4 月1 日よ り 未成年後見事業を 開始し ます。

未成年後見制度は親権者が不在と なっ た未成年者を 法的に保護す

る 制度ですが、 現在のと こ ろ 必要な未成年者の4 人に1 人し か後

見人が選任さ れていません。

本来頼る べき 親権者がいない未成年者にと っ て、 その者の権利を

法的に擁護でき る未成年後見人の存在は重要である と 考えます。

こ のシン ポジウムでは、 未成年後見制度の意義を 再確認し 、 制度

利用を 促進する こ と を 目的と し ています。

定員に達し 次第、 お申込みを

締め切ら せていただき ます。

■ご参加の際は、 視聴する機材に Zo o m を イ ンスト ールし てく ださ い。

■通信料は視聴者のご負担と なり ますのでご了承く ださ い。

■本シンポジウムで使用する資料につき まし ては、 開催日までにリ ーガルサポート

　 ホームページ及び日本司法書士会連合会ホームページに掲載予定です。

　 下記 UR L または二次元コ ード から ダウンロード し てく ださ い。

会場

定員

▼リ ーガルサポート  ホームページ

h ttp s : //w w w . le g a l-sup p o rt. o r. jp /g e n e ra l/

▼日本司法書士会連合会 ホームページ

h ttp s : //x. g d /9FR d X

お問合せ

0 3-3 3 5 9-0 5 4 1
〈  受付時間 〉

9 : 0 0 ～ 17 : 00 （ 平日）

https://x.gd/31wyc
https://www.legal-support.or.jp/general/
https://x.gd/9FRdX


社会福祉法人アパティ ア福祉会理事、

乳児院・ 児童養護施設エスペラ ン ス四日市施設長

認定 N PO 法人児童虐待防止全国ネッ ト ワーク 理事、

公益社団法人成年後見センタ ー・ リ ーガルサポート 理事

司法書士、 公益社団法人成年後見セン タ ー・

リ ーガルサポート 副理事長

司法書士、 公益社団法人成年後見セン タ ー・

リ ーガルサポート 未成年後見委員会委員

■趣旨及び目的

日時及び開催方法 定員

お申込み方法

成年後見制度制定 2 5 周年　 公益社団法人成年後見センタ ー・ リ ーガルサポート 　

設立 2 5 周年記念シンポジウム

「 未成年後見制度のこ れから 」

お問合せ TEL： 03-3359-0541 受付時間 平日： 9:00 ～ 17:00

個人情報の取扱いに関する事項

参加申込みにつき取得し た情報は、 必要な連絡、 参加者名簿、 報告書作成、 シンポジウム、

研修会等の企画のために利用し 、 その他の目的には利用し ません。

主催： 公益社団法人成年後見セン タ ー・ リ ーガルサポート

共催： 日本司法書士会連合会

2024年 12月 6日金
13:00~16:30( 予定 )

950名

以下の U RL か二次元コ ード から

http s: //x .g d /3 1 wyc

●基調講演 ●パネルディ スカ ッ ショ ン

≪パネリ スト ≫

≪コ ーディ ネータ ー≫

本年度は公益社団法人成年後見セン タ ー・ リ ーガルサポート ( 以下「 リ ー

ガルサポート 」 と いいます ) が設立さ れ、 また成年後見制度が制定さ れ 2 5

周年を 迎える 節目の年です。 こ れまで 2 5 年間成年後見業務に取り 組んで

き たリ ーガルサポート の経験を 活かし 2 0 2 5 年 4 月 1 日から は未成年後

見事業を 新たに開始し ます。

未成年後見制度は、 親権者の死亡など によ り 親権者が不在と なっ た未成年

者を 法的に保護し 、 支える ための制度であり 、 親権を 行使する 者が不在と

なっ た場合には当然に開始する 制度ではあり ますが、 過去に日本司法書士

会連合会 ( 以下「 日司連」 と いいます ) が実施し たアン ケー ト によ れば、

制度の担い手と なる 未成年後見人は、 制度を 必要と し ている 未成年者の 4

人に 1  人程度し か選任さ れていないこ と が明ら かになっ ています。 また、

成年年齢が 1 8 歳に引き 下げら れたこ と により 、 保険金の請求や遺産分割

協議など 児童福祉法上の親権代行では対応が難し い事案がなければ、 成年

になる まで未成年後見制度を 利用せずに時の経過を 待つよ う な対応を し て

いる 実情も あり ます。

親のいな い未成年者について は、 未成年後見人が選任さ れて いな く ても 、

財産管理を 中心と し た法的問題が生じ なければ、 支援者 ( 親族や児童養護施

設などを 含む ) と と も に生活を し 、 無事に成年年齢を 迎えら れる と 考えら れ

がち です。 し かし 、 実際は、 友人と の付き 合い、 親族や施設内の他の児童及

び施設職員から の虐待、 学校でのいじ め問題など、 若年である から こ そ法的

ト ラ ブ ルに巻き 込ま れる 可能性は常にあり 、 本来頼る べき 親権者がいない未

成年者にと っ て、 その者の権利を 法的に擁護でき る 者、 未成年者の意見表明

権を 支援でき る 者と し て、 未成年後見人の存在は重要であると 考えます。

今回のシン ポジウムでは、 成年後見制度と の比較など も 交えつつ、 あら ため

て未成年後見制度の意義を 再確認し 、 未成年後見制度が適切に利用さ れる よ

う 、 制度利用を 促進し 、 リ ーガルサポート が成年後見人等と 同様に未成年後

見人の供給団体と し ても その一翼を 担う こ と を 内外に発信する こ と を 目的と

し て開催し ます。

本シン ポジウムは、 後日、 リ ーガルサポート のホームページ

及び日司連公式 Yo uTub e にてオン デマンド によ る動画配信

を予定し ています。

定員に達し 次第、 お申込みを

締め切ら せていただき ます。

Z o o m  「 ウェ ビナー」 による W EB 配信

1

2

3

司法書士界のこ れまでの歩み ( 仮題 )

～高齢者、 障害者そし て未成年者の権利擁護へ～

久保 隆明氏

未成年後見制度のこ れから

～司法書士が関わる意義（ 仮題）

未成年後見制度のこ れから ( 仮題 )

棚村 政行氏

未成年後見制度の運用 ( 仮題 )

向井 宣人氏

司法書士、

公益社団法人成年後見セン タ ー・ リ ーガルサポート 常任理事

最高裁判所事務総局 家庭局第二課長

弁護士、 早稲田大学名誉教授、

弁護士法人早稲田大学リ ーガル・ ク リ ニッ ク 所長

吉田 恒雄氏

西川 浩之氏

伊見 真希氏

高木 良明氏

後援： 厚生労働省､法務省､こ ども 家庭庁(後援依頼中)､最高裁判所､日本司法

支援センタ ー(法テラ ス)､社会福祉法人全国社会福祉協議会､日本公証人連合

会､日本弁護士連合会､公益社団法人日本社会福祉士会、 一般社団法人日本成

年後見法学会(順不同)

https://x.gd/31wyc

